
　相模原市と藤野町は、相模原市・藤野町合併協議会において、合
併に必要なすべての協議が終了したことから、平成１８年１月２６日
（木）午前９時３０分から、けやき会館５階大樹の間で「相模原市・藤
野町合併協定調印式」を開催しました。
　合併協定調印式では、調印に至るまでの経過報告の後、小川相模
原市長、鈴木藤野町長が合併協定書に署名を行い、その後、立会人
である相模原市・藤野町合併協議会委員の代表者４名が署名を行い
ました。

相模原市・藤野町合併協議会
　相模原市・藤野町合併協定調印式 ・・・・・・・・・・・・ １面
　第７回相模原市・藤野町合併協議会を開催 ・・・・・・ ２～６面

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会
第４回相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会を開催 ・・ ７面

　合併協定の調印が終了したことから、今後は以下のスケジュー
ルが予定されています。�

相模原市、藤野町議会において、�
廃置分合（合併）等議案を審議�
�

神奈川県知事へ廃置分合（合併）の申請�

神奈川県議会の議決、知事の決定�

総務大臣への届出、総務大臣の告示�

合併（平成１９年３月１１日）�

（市、町の議会で可決された場合）�

小川市長と鈴木町長が固い握手を交わす

合併協定書に署名する小川市長と鈴木町長

＊「合併協定書」は、これまで合併協議会において協議した事項
を取りまとめたもので、「合併の方式」などの基本４項目をは
じめとする２９項目と各種事務事業の取扱いに関する調整方針が
記載されています。この合併協定書への調印により、合併協議
の内容が最終的に確認されたことになります。

合合併併協協定定調調印印ままででのの経経過過
平成１５年７月８日　相模原市と津久井郡４町の職員をメンバーとする「市町村

合併に関する調査研究部会」を設け、各市町の現況や特性、
行政水準の比較など地域全体を把握するための調査研究を
開始

平成１７年２月４日　藤野町長から、相模原市長に対して法定合併協議会設置の
申し入れ

平成１７年２月１８日　「相模原市及び藤野町による法定合併協議会の設置及び合
併協議に係る合意書」調印

平成１７年４月１日　「相模原市・藤野町合併協議会」設置
平成１７年４月２５日　第１回相模原市・藤野町合併協議会開催　　　　　　　

「合併の方式について」他　協議
平成１７年５月２６日　第２回相模原市・藤野町合併協議会開催　　　　　　　

「合併の期日について」他　協議
平成１７年８月８日　第３回相模原市・藤野町合併協議会開催　　　　　　　

「相模原市・藤野町合併市町村基本計画（素案）について」
他　協議

平成１７年１０月１７日　第４回相模原市・藤野町合併協議会開催　　　　　　　
「財産の取扱いについて」他　協議

平成１７年１１月７日　第５回相模原市・藤野町合併協議会開催　　　　　　　
「地域自治区等の設置及び都市内分権について」他　協議

平成１７年１２月４日　第６回相模原市・藤野町合併協議会開催　　　　　　　　
「議会議員の定数及び任期の取扱いについて」他　協議

平成１８年１月１７日　第７回相模原市・藤野町合併協議会開催　　　　　　　
「相模原市・藤野町合併市町村基本計画について」協議　
合併に必要な協議がすべて調う

合併協定書



　平成１８年１月１７日（火）午後３時から、相模原市消防指令センター

４階講堂において、第７回相模原市・藤野町合併協議会が開催され

ました。

　協議会では、「相模原市・藤野町合併基本計画」について協議が

行われ、原案どおり決定しました。このことにより、合併協議会に

おけるすべての協議が調いました。

　議事等の内容については、次のとおりです。

報 告 事 項　 報　告　事　項 　 

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１３号　市町における住民説明
会及びパブリック・コメント（相模
原市実施）における意見について

　　　　　　　　　　　　　　　　
○住民説明会の開催結果
　相模原市、藤野町でそれぞれ実施
した住民説明会における主な意見等
について報告があり、承認されまし
た。

●住民説明会における主な意見等は、
３面をご覧ください。
○藤野町との合併についてのパブリ
　ック・コメントの結果
　相模原市が実施したパブリック・
コメントの結果について報告があ
り、承認されました。
〈実施概要〉
　１　意見の募集期間　　　　

平成１７年１２月１２日（月）から 
平成１８年１月５日（木）まで

　２　意見提出状況　　
１２人（２３件）

　３　意見の内訳
（同様の意見は集約しました）

 

 
●提出された意見と市としての考え
方は、３面をご覧ください。
　また、市のホームページ、広域
行政推進課、各出張所、各公民館、
行政資料コーナーでもご覧いただ
けます。

協 議 事 項　協　議　事　項 　 

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第３５号　相模原市・藤野町合併
市町村基本計画について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　合併市町村基本計画（素案）に

対して行った神奈川県との事前協
議及び意見募集の結果概要の説明
と、合併協議会としての対応策に
ついての説明の後、協議が行われ
ました。

 主な意見

藤野町委員
　新市の一体感を確保するために
も、早期に津久井広域道路やさが
み縦貫道路などの整備が求められ
ているが、早期実現の見通しはど
うか。

土木部会
　津久井広域道路は、さがみ縦貫
道路のアクセス道路として位置付
けられており、津久井地域と相模
原市の一体感を醸成する中でも、
骨格路線として大変重要な役割を
占めている。
　この道路は、事業主体が神奈川
県であり、現在、用地交渉等に取
り組んでいただいている。
　さがみ縦貫道路については、城
山インターチェンジから相模原イ
ンターチェンジまでについて、国
では平成２４年度を目標としている。
　これらの道路が着実に整備が進
められるよう市長が会長となって
いる「関東国道協会」や「相模原
市幹線道路網整備促進協議会」な
ど関係する協議会とともに要望す
るなど、様々な機会を通じて整備
促進に努めている。

藤野町委員
　合併すると職員が増えることに
なるが、財政計画上、人件費は平
成２７年度まであまり変化がないが
どうしてか。

事務局
　財政計画上、一般職員について
は、合併後毎年１％ずつ削減し、
平成２２年度までの４年間で計１６５名
の削減を見込んでおり、その後、平
成２７年度まではそのままの体制を
維持するものとして推計している。
また、退職者の多い年があるので、
退職手当の関係で人件費がなだら
かに減るような形にはなっていな
い。合併により一時的に職員数は
増えるが、合併のスケールメリッ
トを生かして職員数を削減してい
くということで推計している。

藤野町委員
　新市の一体感が図られるよう、
津久井広域道路などの整備促進と

併せて、金銭的にも安く相模原市
中央部へ行き来できるようなソフ
ト面での対策を検討していただき、
すばらしい合併になるようお願い
したい。

藤野町委員
　相模原市の都市内分権の検討状
況はどのようになっているのか。

企画部会
　相模原市では本年度より、出張
所及び公民館区である１８地区のう
ち、２地区をモデル地区として選
び、地域のことは地域で議論して
いただくという考え方のもとに、
モデル事業を展開している。来年
度以降、２地区ずつ増やしていき
最終的には市内全地区にこのよう
な地域を考える場を設置していき
たいと考えている。

報 告 事 項　 報　告　事　項 　 

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１４号　合併協定書（案）について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　事務局より、合併協定書は、相
模原市と藤野町が本合併協議会に
おいて協議してきた事項を取りま
とめたもので、法律に基づく手続
きをする前に、市町の間で合併協
定書の調印を行い、これまで行っ
てきた合併協議の内容を最終的に
確認するためのものであるという
説明がされ、原案のとおり承認さ
れました。

そ の 他　 　そ　の　他　 　

（１）神奈川県から移管される事務
　　について
　相模原市は中核市であるため、
津久井郡４町の区域において神奈
川県が実施している事務のうち、
中核市が処理するとされている事
務は、合併時に相模原市へ移管さ
れる旨の報告と事務の移管にあた
っての基本方針、神奈川県との調

整、主な移管事務の考え方につい
て説明がありました。

（２）今後の予定について
　今後は、「相模原市・藤野町合
併基本計画」について、神奈川県
知事との協議を経たうえで合併協
定の調印を行うことや、法律に定
める諸手続きの説明がありました。
　また、今後も住民の皆様へ合併
に関するお知らせなどを実施して
いく必要があることから、合併の
期日として予定している平成１９年
３月１１日の前日である３月１０日ま
で、本協議会を存続することとな
りました。

アドバイザーからの一言
吉田アドバイザー　
　　本日決定された合併市町村基本
計画に関連して、感じたことが２
点ある。

　　１点目は、近年の地方制度改革
の動向を見ると、行政面や財政面
において市町村の自己決定、自己
責任が非常に強く求められ、その
状況はますます厳しくなってきて
いるわけだが、本計画は行政の効
率性や経済性、あるいは市民との
パートナーシップというものを組
み込んで、都市経営を展開してい
くという内容でまとめられている。
今後もこのような方向でまちづく
りを進めていくことが重要である
ということである。

　　２点目は、これからの望ましい
都市の姿とは、そこに暮らす人た
ちにとって多様な生活の選択肢を
備えていることだと捉えられるが、
本計画により自然系と都市系とい
う２つの系統で、これまでにない
多様性を持った新市が誕生してい
くだろうということである。合併
後においては、大都市としての自
覚を持った都市形成や都市経営に
努めていくことにより、多くの市
民の方々が望まれる都市が、将来
実現するものと考える。

８件１．藤野町との合併について

５件２．合併後の事業、住民サー
　　ビスについて

１０件３．合併後のまちづくりについて
２３件合　　　計

藤野町相模原市市町

平成１７年
１２月２２日～

１２月２３日

平成１７年
１２月６日～

１２月２３日

開催
期間

７回２３回回数

５５名２１７名参加者
総数
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・藤野町は、新市の周辺地域となるので、町が寂れるのではないか。また、
住民の意見が新市に伝わるのか心配である。

・合併することによるメリット・デメリットが明確でない。
・相模原市と藤野町では、異なる課題があるので、地域特性を考慮してもら
いながらまちづくりを進めることが必要である。

・バスは高齢者等にとって貴重な生活の足であるため、現状のまま運行して
欲しい。

・津久井広域道路は、相模原市と合併した際には市の中心部に行く重要な道
路となるので、早期に整備できるよう働きかけをして欲しい。

・津久井地域に図書館を整備して欲しい。
・除雪作業は、合併後も現状のまま継続して欲しい。
・藤野町に設置される総合事務所は、将来に渡って残るよう努力して欲しい。
・小学校の統廃合問題は、合併年度をまたがった課題となるので、地域との話
合いを重視した跡地利用ができるよう新市にしっかり引き継いで欲しい。

・津久井郡広域行政組合解散後のごみ処理はどうなるのか。

　相 模 原 市　

・町田市や座間市との合併なら理解できるが、津久井地域との合併は理解できない。
・藤野町と城山町とは、同時に合併すべきである。
・合併の決断は受け入れるし、協力もしていきたい。
・合併の決定前に市民の意見を言える場を作ってほしい。
・合併により、市の予算が津久井地域に使われ、市民の負担増となるのではないか。
・合併後の新市の一体性を確保するため、新交通システムの整備や津久井広域道路
などの早期建設をしてほしい。
・合併して人が増えると環境も含め対策が必要である。
・城山町は新市の真ん中にある。新市のインフラ整備、特に道路整備を行う上で問
題は生じないのか。
・３０～５０年先の孫の代まで、文化と自然を守ることを期待する。
・津久井郡広域行政組合が解散するが、解散後の城山町と藤野町に係る諸問題はど
うなるのか。
・政令指定都市についてどう考えているのか。
・合併後は水源地となる。水源環境保全税についての市の考え方を伺いたい。

　藤　野　町　

相模原市が実施した藤野町との合併についてのパブリック・コメントの結果
１．藤野町との合併について〈８件〉

市としての考え方意見
数

政策（案）に対する意見等
（要旨）

合併につきましては各町で様々な議論がなされて
いると承知しております。最終的に合併するか否
かは、各市町の議会において判断されることにな
りますが、本市では、相模原・津久井地域の将来
の発展のため、津久井郡４町と合併することが望
ましいとしております。

３藤野町は、住民投票や町長
選挙で民意が示されており、
相模原市と合併することを
望んでいる。

１藤野町議会は、合併反対が
多数だと聞いているが、ど
うか。

４城山町を含めた１市４町で
の合併を望む。

城山町の今後の状況にもよりますが、藤野町と同
時に合併できることが、より効率的であり望まし
いと考えられます。本市といたしましては、城山
町の動向をよく見ながら、適切に対応してまいり
ます。

１城山町も町長解職請求の動
きなどがあるが、藤野町と
同時合併ができれば最善の
結果である。

新市の名称につきましては、相模原・津久井地域
合併協議会（任意協議会）や平成１６年１１月に実
施いたしました市民アンケートでも同様の意見が
ございました。一方では「相模原市」という名称
の歴史的な意義などから変えるべきではないとい
う意見もございました。市の名称は、議会の議決
により合併後に変更することも可能となっており
ますが、市民全体で充分な議論が行われた上で検
討されるべきものと考えております。

１合併によって、相模原市は
広さが倍以上になり、原っ
ぱだけの市ではなくなるの
で、新市名を「相模市」に
したらどうか。

合併の背景として、地方分権、少子高齢化、日常
生活圏の拡大などがあり、全国的に市町村合併が
進んでおります。 
本市においては、中長期的な経営指針として本年
度策定した「さがみはら都市経営ビジョン」によ
る改革を推進するなど、持続的な発展をめざした
取り組みを続けております。併せて合併によるス
ケールメリットを活かした更なる行財政運営の効
率化を進め、より良いまちづくりを目指してまい
ります。

２少子高齢化や三位一体改革
などにより合併は国の政策
であり社会の流れである。

１少子高齢化が進み、人口減
少社会の到来に伴って生ず
る様々な課題や問題による
影響をできるだけ少なくす
るためには、人口規模は大
きい方が望ましい。

１社会状況の変化などによる
新しい課題や市民からの多
様な要望に対処するため、
合併後の行財政基盤のより
一層の強化を図って欲しい。

２．合併後の事業、住民サービスについて〈５件〉

市としての考え方意見
数

政策（案）に対する意見等
（要旨）

藤野町専用の担当課を設置することは考えており
ませんが、現在の藤野町役場は総合的な事務所と
して、「まちづくり支援機能」と「住民サービス
提供機能」を担う組織になります。この総合的な
事務所において、現在の広聴機能も含め住民サー
ビスの低下を招くことがないよう、その機能を維
持します。

１相模原市の行政サービス窓
口に、藤野町の住民の不満
に即対応する専用の担当課
をおいて欲しい。

学校給食につきましては、現行のまま新市に引き
継ぎ、合併後３年間で新市において今後のあり方
を検討することとしております。

１中学校給食をミルク給食か
ら早期に完全給食にして欲
しい。

バス路線につきましては、合併時には現状を維持
し「バス交通対策基本計画」の考え方に基づき、
市町の現状を踏まえ効率的で利用しやすいバス路
線網の実現を図るため、合併後５年を目途に新市
において行政が確保すべきバス路線を定めます。

１相模原市と藤野町を結ぶ循
環バスを運行して欲しい。

新市としての「地域防災計画」の策定は、合併後
速やかに着手することとしており、それまでの間
は、市町の「地域防災計画」の災害弱者に関する
対策により、対応することとしております。

１災害時における要介護高齢
者の対応策を早期に検討し
て欲しい。

今後、議会の議決を経て正式に合併が決定すれば、
各種事務事業の調整方針に基づき、事業や住民サ
ービスの一元化に向けて、具体的な調整を進めて
まいります。

２今まで藤野町でできなかっ
た事業や住民サービスが可
能になるので、期待してい
る。

３．合併後のまちづくりについて〈１０件〉

市としての考え方意見
数

政策（案）に対する意見等
（要旨）

合併時に藤野町を区域として地域自治区が設置さ
れます。また、地域自治区の住民代表の組織とし
て地域協議会を設けることとなっておりますので、
地域の声を行政に反映させ、歴史や文化を守りな
がら、地域特性を活かしたまちづくりを進めるこ
とが可能となります。 
政令指定都市は、県と同様の権限を持つ都市制度
となっております。大規模な合併をした場合の特
例措置もございますが、本市としては中・長期的な
視点で検討すべき課題であると考えております。

１合併しても地域特性を活か
したまちづくりを進めて欲
しい。

３合併を契機に他の地域にな
い個性的で魅力あるまちづ
くりに取り組み、政令指定
都市への移行を目指して欲
しい。

新市全体の都市内分権のあり方につきましては、
平成２３年４月を目途に検討することとしておりま
す。今年度から２地区でモデル事業への取り組み
を進めておりますが、合併時に町の区域ごとに設
置される地域自治区での取り組みを行いながら、
新市全体での実現に向けて進めてまいります。

１都市内分権を効果的にでき
るようなシステムづくりを
お願いしたい。

藤野町において、ふるさと芸術村構想として取り
組んでいる「藤野町ふるさと芸術村メッセージ事
業」や「野外彫刻」などにつきましては、地域性
を尊重し、現行のまま新市に引き継ぐこととして
おります。 
また、本市では昨年１０月に、シティセールスの一
環として本市を全国に発信するため「相模原フィ
ルムコミッション」を設立しましたので、これら
を活用し、藤野町の芸術事業も新市として、全国
に発信できるよう取り組んでまいります。

１藤野町の芸術事業を全国的
にＰＲすることで、相模原
市の発展の一翼を担ってく
れると思う。

保健、医療、福祉の充実を図るとともに、地域コ
ミュニティの強化と住民自らが地域を守るシステ
ムの形成に努めてまいります。また、バリアフリ
ーのまちづくりを更に推進し、全ての市民が豊か
に暮らせるよう、安心・安全なまちづくりを進め
ます。 

１保健や福祉、道路など市民
の暮らしに密着した行政サ
ービスを一体的に展開し、
子どもからお年寄りまで、
安心で暮らしやすいまちづ
くりを進めて欲しい。

津久井地域は豊かな自然を有しており、神奈川県
の水源地域としても重要な役割を担っています。
このため、水源地域の自然の保全と活用に努める
とともに、自然環境に対する意識を啓発し、河川、
湖の水質の向上を図るなど、水源地域の総合的な
環境の向上を目指す必要があり、神奈川県とも協
力し、適正な役割分担のもとに、取り組みを進め
てまいります。 
また、清掃業務につきましては、津久井郡広域行
政組合が３月１９日をもって解散し、本市が各町の
ごみ処理等を広域的に行うこととしております。

１自然保護などの環境保全、
ダイオキシンなどのごみ処
理対策等は広域的に適正な
対策を立て、実施すること
が可能になるのではないか。

１津久井地域の４つの水ガメ
と、丹沢北側の財産区林が
市の直轄地となり、計画的
な保全と育成により水環境
など一層の保全が図られる。

本市では昨年１０月１日から「産業集積促進条例」
を施行し、企業立地等の促進を図るため、様々な
奨励措置を設けています。合併後は、豊かな自然
環境や交通の利便性など首都圏における立地特性
を活かした、企業誘致や企業の育成に努めてまい
ります。

１地域経済の振興を図るため
に、新たな産業の育成や誘
致などが望まれるが、現在
の相模原市の区域を超えた
広がりが必要。

さがみ縦貫道路が完成すると、インターチェンジ
周辺にふさわしい土地利用や経済効果が期待され
ます。 
また、津久井広域道路は、本市と津久井郡４町を
結ぶ最も重要な幹線道路であり、さがみ縦貫道路
（仮称）城山インターチェンジへのアクセス道路
としてもその役割が期待されております。昭和６２
年から本市と津久井郡４町で、毎年事業主体であ
る県に対し整備の推進について要望を行っており、
平成１６年３月にはその一部区間となる「新小倉橋
工区」が完成しているところです。今後も早期整
備が図られるよう強く要望活動を展開してまいり
ます。 

３さがみ縦貫道路、津久井広
域道路の整備促進は合併の
大きなメリットである。

３津久井地域と相模原市を結
ぶ津久井広域道路の早期着
工を期待する。



　合併市町村基本計画を協議するにあたり、広く住民の皆様のご意見を反映するため、
素案の段階で意見募集を行いました。その結果寄せられたご意見の概要と、合併協議会
の考え方をお知らせします。
　また、第７回合併協議会で決定した「相模原市・藤野町合併基本計画（合併市町村基
本計画）」は、下記でお配りしています。
　相模原市　　広域行政推進課（合併協議会事務局）、行政資料コーナー、各出張所、
　　　　　　　各公民館
　藤 野 町　　合併推進課、各支所
　津久井町　　合併対策室、町政情報コーナー、各支所、生涯学習センター、文化福祉
　　　　　　　会館、串川ひがし会館
　相模湖町　　合併推進課、各公民館、さがみ湖リフレッシュセンター、相模湖交流セ
　　　　　　　ンター

　意見募集の結果　
【募集期間】
　平成１７年１１月１日から１１月３０日まで
【意見提出状況】
　２３人（６８件）〈相模原市民４人、藤野町民１８人、相模湖町民１人〉

【意見の内訳】（同様の意見は集約した）
２件全　体
２件合併の背景と必要性
１件作成にあたっての基本的な視点
１件新市の概況
１件新市の将来像
４件まちづくりの考え方
６件基本目標
２件合併シンボルプロジェクト
１１件交　通
３件都市基盤
４件自然・環境
３件産　業
２件観　光
９件教育・文化
４件保健・医療・福祉
１件公共施設統合整備の基本的な考え方
５６件合　　　計

１　全　体〈２件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

事業名は各市町で現在使用している事
業名を、そのまま使用しております。
分かりづらい言葉については、「用語
解説」を設けて説明することとします。

近年、文書に片仮名の難しい言葉が
多く使われている。住民に伝わりや
すい文書にして欲しい。

全体的に分かりづらい形容詞や、事
業名を使っている。

２　合併の背景と必要性〈２件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

社会経済情勢などの変化を受けて、市
民生活も様々な面で急速に変わりつつ
あります。基礎的な自治体である市や
町にとって、時代の潮流に合わせて変
化していくための、合併を検討する背
景と必要性について、序論において
「総合的・効果的な施策の展開」「効
率的な行財政運営の推進」「生活圏の
拡大と広域連携」の３点にまとめたも
のです。

「合併の背景と必要性」における
「総合的・効果的な施策の展開」は
適切に表現されている。

ＣＯ２の削減をはじめ、エネルギー効
率の良い経済活動、量でなく質の高
い行政サービスを行うためには、行
財政改革を行い、適正規模の自治体
にならなければならない。

３　作成にあたっての基本的な視点〈１件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

相模原市と津久井郡４町の地理的、歴
史的な一体性や、現在までの広域的な
連携を考慮するとともに、合併に関わ
る協議の経緯などを踏まえた場合、１
市４町を一体の地域として捉え、地域
全体の将来像を検討することについて
明記する必要があります。また、この
こととは別に平成１６年度に２つの「ま
ちづくりの将来ビジョン」が作成され、
参考とする必要があることから、個別
に記載したものです。

「作成にあたっての基本的な視点」
のうち「地域全体の将来像の考慮」
と「まちづくりの将来ビジョンの反
映」は一つにまとめた方が良い。

４　新市の概況〈１件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

新市の広域的な位置関係や、地理的、
地形的な特徴などを分かりやすく説明
するための文章としております。

「位置と地勢」については、もう少
し文章を簡略化したほうが良い。

５　新市の将来像〈１件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

本計画は、相模原市、津久井町及び相
模湖町の合併に係る「新市まちづくり
計画」を基本とし、藤野町の区域が加
わることによる新たな視点を加味する
ことによって作成していることから丁
寧に説明したものです。
また、まちづくりの基本方針となる
「新市の将来像」を分かりやすく説明
するための文章としております。

「新市の将来像」の説明文は、もう
少し簡略化したほうが良い。

６　まちづくりの考え方〈４件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

「まちづくりの考え方」では、新市の
様々なまちづくりの施策に取り組む上
で基本となる、行財政運営の考え方を
整理しております。
「協働と分権」と ｢効率的な行財政運
営」という観点において、「市民の市
政への参画機会の拡充」「民間活力や
ＩＴの活用」「都市内分権による住民
自治」などについて記載したものです。

市民の意見交換の場を設けるととも
に、ＩＴの活用による高度情報化都
市を目指す。

市民のニーズを掘り起こして、的確
に把握することが求められており、
行政に参加する意欲を起こさせるこ
とが必要である。

民間委託やボランティアを活用する
ことにより、市はインフラの整備や
情報の整理、活用、保管等の費用負
担と高度な知識を必要とするものだ
けを行うべきである。

民主主義の原点である直接民主主義
を確立していくことに、都市内分権
の成否がかかっている。

７　基本目標〈６件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

新市の健全な発展と住民生活の利便性
や快適性の向上などの観点から、骨格
となる交通網を整備するとともに、高
齢化や日常生活圏の拡大に伴う多様な
交通ニーズに対応した、公共交通網の
確立を目指すこととしております。

住民のニーズを把握し、施策と施設
整備をするべきである。このような
観点からも、人の循環の促進のため
にも、交通網の整備と低料金のバス
の運行が課題となる。

相模川は上流の津久井地域と、その下
流にあたる相模原地域を結ぶ「みずの
軸」として捉えることができるととも
に、市民生活にうるおいを与える場と
して、重要な役割を持っていることか
ら、基本目標に「健全な水循環」や
「生態系に配慮したうるおいある水辺
空間づくり」の考え方を加えることと
します。

〈６面の「相模原市・藤野町合併基本
計画の主な修正箇所について」を参照
してください〉

大気汚染、自然破壊などの負の遺産
を払拭し、自然環境を回復させ、豊
かな心と教養を持つ人間を育成して
いくことが、私達の責務である。

水質の浄化をすることにより、相模
川はかつての生態系を取り戻し、市
民の憩いの場となる。このことが新
市の果たすべき義務であり、自然と
文明の調和を提言していくべきであ
る。

質の高い住環境を整備するために、
雨水の利用を進めるべきである。雨
水を利用することで上水道の使用を
減らし、相模川の流量を確保する必
要がある。

自然環境と都市との間を人が循環し
なければ、豊かな人間性は保てない。
新市は都市と森の融合により、豊か
な心を持つ人の育成のために、人の
循環に努めなければならない。



介護の必要のない健康な高齢者を増や
し、市民誰もが安心して幸せな生活を
送ることができるよう、介護予防施策
の推進を図るとともに、市民の健康づ
くりに努めることが重要になることか
ら、「高齢者福祉の充実」や「保健・
衛生の充実」に関する主要な事業を計
画に位置付けております。

介護に対する発想の転換が必要であ
り、健康で働ける高齢者、介護不用
の高齢者の割合を増やしていくこと
が、最高の政策である。

８　合併シンボルプロジェクト〈２件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

市民の生涯学習機会の充実のため、図
書館、博物館、公民館、大学などが相
互に連携した仕組みづくりが必要であ
ると考えております。なお、津久井地
域でも光ファイバーへの接続は可能と
なっております。

生涯学習を在宅や公民館で可能とす
るため、津久井地域にも大容量通信
網（光ファイバー）の整備を行って
欲しい。

「まちづくりの考え方」は様々なまち
づくりの施策に取り組む上での共通す
る進め方を、都市経営の観点からまと
めたものです。
一方、パートナーシップ・都市内分権
プロジェクトは、新市の一体性を確保
するためのシンボルとなる事業につい
てまとめた、６つのプロジェクトのひ
とつとして整理していることから、別
途記載する必要があるものです。

「パートナーシップ・都市内分権プ
ロジェクト」は「まちづくりの考え
方」と一つにまとめた方が良い。

９　交　通〈１１件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

新市の一体性を確保し、均衡ある発展
を目指すため、新市内を円滑に結ぶ交
通網の整備が求められることから、
「骨格幹線道路網の整備」及び「公共
交通網の充実」について取り組んでい
くことが必要であり、「国道、県道の
整備促進」「バスのネットワークの充
実」などを主要な事業として位置付け
ております。

国道、県道の改良工事をして欲しい。
県道山北藤野線の改良工事をして欲
しい。
「公共交通網の充実」の主要事業に、
個別の具体的地域を記載し、最優先
事業として取り組む姿勢を明示して
欲しい。
藤野町から市中心部への、直通バス
等の公的交通手段の確保を盛り込ん
でもらいたい。
公共交通としてのバスの運行を継続
して欲しい。

藤野町における公共交通結節点として、
ＪＲ藤野駅及び周辺部における道路、
駅前広場などを一体的に整備する必要
性があると考えていることから、「藤
野駅周辺交通施設整備」を主要な事業
として位置付けております。

藤野駅周辺の諸課題を解決するため
に、駅周辺幹線道路の機能の充実に
ついて明記していただきたい。
役場入口周辺の国道２０号の幅員が狭
い箇所の整備を優先すべき。
藤野駅のバリアフリー、エスカレー
ター等の整備推進。
藤野駅周辺に駐車場を確保して欲し
い。
沢井トンネルの早期改善を計画して
欲しい。

特に山間部において、冬期の交通手段
を確保するため、従来どおり除雪をす
ることが必要であると考えております。

山間では冬は降雪に悩まされている。
生活道路を含めた道路の除雪を実施
して欲しい。

１０　都市基盤〈３件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

水源地域の保全や生活環境の向上に向
けて、上下水道の整備を進めることが
重要であると考えており、主要な事業
としているところです。

簡易水道を町営水道か県営水道とし
て管理して欲しい。

新市においても、うるおいのある生活
環境づくりのため、身近な公園の計画
的な整備を進めていくことが必要であ
ると考えております。

市街地での公園整備ではなく、子ど
もたちが安心して遊べる場所が少な
い藤野町での公園整備を促進して欲
しい。

新市においても、年少人口及び生産年
齢人口の減少は大きな課題であり、次
世代育成支援としての子育て環境づく
りや、若年労働者を確保するための生
活基盤の環境づくりなどについて、総
合的に取り組むことが重要であると考
えております。

藤野町の人口減少の対策として、若
者や子育て世代を対象にした低家賃
住宅の整備事業を盛り込んで欲しい。

１１　自然・環境〈４件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

ダム貯水池の水質浄化などの水源環境
保全対策については、今後とも神奈川
県等と連携して取り組む必要があると
考えております。

水源対策を山梨県と共同で推進する
体制をとって欲しい。

津久井地域は神奈川県の重要な水源地
域であり、豊かな自然環境を保全する
方策として「公共下水道の整備」や
「合併処理浄化槽の設置促進」などを
主要な事業に位置付けております。

津久井地域に、自然環境に配慮した
先進的な生活排水処理を導入して欲
しい。

ごみが烏などに食い荒らされたりしな
いよう、何らかの措置をすることは必
要であり、合併後の新市において検討
していくことになるものと考えており
ます。

山間地では烏に食い荒らされる恐れ
があるので、ごみは現在と同様ごみ
袋を収納容器に入れて出す方が良い。

自然と共存する地域づくりのため、廃
棄物不法投棄防止対策を推進すること
が必要であることから、主要な事業と
しております。

不法投棄を防ぐための監視をして欲
しい。

１２　産　業〈３件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

新市において特産品を紹介することな
どを含めて、地域特性を生かした地場
産業の振興を図る必要があるものと考
えております。

藤野町の特産品をもっとＰＲした方
が良い。

豊かな自然環境や首都圏における立地
特性などを生かした新たな産業の創出
や、企業誘致などを通じた産業振興に
より、雇用機会の増大を目指すことと
しております。

藤野町の人口減少の対策として、雇
用創出のために環境共生型工業の誘
致を盛り込んで欲しい。

遊休化した農地などについては、様々
な方法で有効利用を図る必要があると
考えております。

藤野町の有効利用できる土地を市民
農園として貸し出したらどうか。

１３　観　光〈２件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

津久井地域の森林や湖などの自然資源
を活かして、観光やレクリエーション
の振興に取り組むこととしており、
「ハイキングコース整備事業」などを
主要な事業として位置付けております。

ハイキングコースの整備をして欲し
い。

陣馬山を活用し、登山者により商店
が活性化するようにすべき。

１４　教育・文化〈９件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

藤野地域に点在している小中学校の統
廃合を行うことによって、学校の規模
の適正化が図られ、一定数の集団の中
で学習することなどにより、統合後の
教育環境の充実が図られると考えられ
ることから、「藤野地域の小学校統廃
合事業」を主要な事業として位置付け
ております。

小中学校の統廃合は必要であるが、
その地域の教育空洞化が懸念される
ので、分校制度等での存続も検討す
る価値がある。

合併後、新市の学校教育のあり方につ
いて、改めて検討されることになると
考えておりますが、その中で小中一貫
教育の考え方などについても検討され
ることになるものと考えております。

藤野町の小中学校を１箇所にして一
貫教育にしたらどうか。

児童生徒は地域ぐるみによる育成が必
要であることや、安全面の観点からも
通学区域の自由化は難しいと考えてお
ります。

新市内のどこの中学校にも通学でき
るようにして欲しい。

芸術的手法による教育活動のための学
校設置に関する特区の認定につきまし
ては、学校教育の多様化の観点から整
理しております。

「藤野町の教育特区」は「藤野教育
芸術特区」として施策に掲げるべき
である。

心の豊かさを育み、安心して活き活き
とした市民生活の実現をめざすため、
スポーツ・レクリエーションの振興に
努めることとしております。具体的な
施設の整備につきましては、新市全体
のバランスや地域特性を考慮して検討
されるものと考えております。

藤野町南部へのスポーツ施設として、
牧野スポーツ広場を盛り込んで欲し
い。

新市において、市民が身近にスポーツ
を楽しむ機会を提供するための拠点施
設として、整備計画を検討することが
必要になるとの考えから、主要な事業
に位置付けております。

「武道館の整備検討」は必須の事業
である。



図書館は子どもから大人までが利用で
きる生涯学習の中核施設であり、「学
校との連携」や「ビジネス支援」等、
図書館のサービス機能を効果的に活用
することで、地域のまちづくりへの貢
献が図れる施設です。新市においても、
均衡ある発展のため、文化・学習の拠
点として図書館の整備計画について、
施設の配置を含めて検討することが必
要になるとの考えから、主要な事業と
して位置付けております。

津久井地域に図書館を作っていただ
きたい。

廃校後の施設の有効利用は、地域の活
性化や振興の観点から、地域住民のご
意見をお聴きしながら、大学や研究機
関などの誘致等を含めて検討すること
になると考えております。

藤野町の廃校への大学や研究機関の
誘致を検討して欲しい。

相模原市、津久井町、相模湖町の合併
に際しては、合併特例債を活用した
「合併市町村振興基金の積立」を検討
することといたしました。相模原市と
藤野町の合併に際しても、藤野町の地
域特性を生かして、「地域住民の連帯
強化、地域振興」及び「芸術文化の推
進」に取り組むこととしております。

藤野町における地域振興の事業促進
のため、基金を創設して欲しい。

１５　保健・医療・福祉〈４件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

新市において市民誰もが安心して生活
できるよう、医療体制や健康づくりの
充実を図ることが必要であると考えて
おります。
このため、原則として現在の藤野町に
おいて実施している事業は、現行のま
ま新市に引き継ぐか、又は相模原市の
制度に統合することとしているもので
す。

藤野町の国保診療所は非常に役立っ
ている施設であり、存続して欲しい。

津久井赤十字病院は不便であり、市
立大型病院の設立が必要である。

藤野町の廃校になった小学校の跡地
を利用して、医療機関を設ける必要
がある。

基本健康診査事業、がん健診事業、
健康増進事業の存続を望む。

１６　公共施設統合整備の基本的な考え方〈１件〉
合併協議会の考え方意見の要旨

合併によるスケールメリットを生かし
て、市民生活に急激な変化を及ぼさな
いよう、利便性や地域バランスなどに
配慮しながら公共施設の統合整備を行
うとともに、既存の公共施設の活性化
をより一層図る必要があると考えてお
ります。

生きがいを持つ高齢者を受け入れ、
農業や林業に活力を取り戻すために、
合併により余裕のできた４町の施設
を効率よく利用することが必要であ
る。

　合併市町村基本計画は、素案に対して住民の皆様からいただいたご意見や神奈川県との事前協議の結果を踏まえるとともに、その後明らかと
なった国の地方財政対策などを考慮して修正を加えました。そのうち、主な修正箇所を紹介します。

 基本目標の修正
　住民の皆様からいただいたご意見のうち、基本目標についての「自然・環
境」分野に関するご意見の趣旨（４面参照）を踏まえて、基本目標Ⅱの文章
に下線部分を追加しました。

　

　　新市の西部は広大な森林や清流、湖などみどり豊かな自然環境に恵まれてお
り、神奈川県の重要な水源地域となっています。また、自然と都市の融合や自
然と人との共生をまちづくりの基本に、日常的に暮らしの中で自然を身近に感
じられるようにすることにより、人々の自然に対する意識をより深いものとす
ることが求められています。

　　同時に、相模川上流の水源地域からその下流にあたる都市部までが一体の地
域となることから、地域全体の健全な水循環を確保するための施策を総合的に
行うことにより、生態系に配慮したうるおいある水辺空間づくりを進める必要
があります。

　　このため、水源涵養、治水、保健休養等の森林の有する公益的な機能に配慮
した保全方策を推進するとともに、自然環境に対する意識を啓発し、河川、湖
の水質の向上を図るなど、水源地域の総合的な環境の向上を目指します。

　【以下略】

 財政計画の修正
　素案作成後に示された、国の制度改正による影響などを考慮して財政計画
を見直しました。主な内容は次のとおりです。
○国の制度改正等による影響
　平成１８年度地方財政対策＊１を考慮して、地方交付税や臨時財政対策債（市
債）の減額を見込みました。また、三位一体の改革＊２による影響として、税
源移譲による市税収入の増や児童扶養手当などの国の負担率引下げなどによ
る国支出金の減を見込みました。
　さらに、税制改正の関連では、平成１８年度税制改正に伴う市税収入の増を
見込むとともに、減税に伴う減収を補うために措置されている地方特例交付
金（地方譲与税・交付金）の段階的な減額と廃止、及び減税補てん債（市債）
の廃止による影響を見込みました。
○投資的経費に係る修正
　国の制度改正等の影響を受けて、一般財源が減少することになりますので、
必要な事業費を確保しながら総事業費の抑制を図るため、主要事業等の事業
費や実施想定年度を見直したほか、財源として国・県支出金や市債を増額し
ました。その結果、投資的経費は９年間で約５０億円の削減にとどまりました。
　上記の変更などに伴い、右の表のとおり財政計画（歳入・歳出）を修正し
ました。修正箇所は下線の部分です。

【歳入（素案）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

歳入合計その他市債国・県
支出金地方交付税地方譲与税

・交付金市税

１９０，１１９２１，７１０１９，４４１２７，３１９３，７４６１１，５４７１０６，３５６平成１９年度
１８３，７６６１９，１８７１７，６３７２５，５９１３，７８６１１，５３６１０６，０２９平成２０年度
１８０，３０５１８，１０８１６，６７３２４，５２８３，７８８１１，５４４１０５，６６４平成２１年度
１８１，０７８１９，１１４１６，６５５２４，５２６３，８５９１１，５６４１０５，３６０平成２２年度
１７９，９１５１８，５７５１５，７８２２４，８４６３，８９２１１，５９９１０５，２２１平成２３年度
１８２，０６５１８，７８６１７，２０７２５，４４０３，９７４１１，６３４１０５，０２４平成２４年度
１８２，３１５１８，６４６１７，６１５２５，７５０４，０５７１１，６６９１０４，５７８平成２５年度
１８４，３６６２０，３９９１７，５３１２６，４５６４，１３１１１，７０５１０４，１４４平成２６年度
１８３，２０２２０，８２５１６，４５７２６，２８０４，２０７１１，７４０１０３，６９３平成２７年度

【歳入（最終）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

歳入合計その他市債国・県
支出金地方交付税地方譲与税

・交付金市税

１９０，７７９２１，５２８１９，４７１２５，２２４３，５４０１２，２３８１０８，７７８平成１９年度
１８５，４０３２０，２０７１７，３５７２４，３２２３，５７５１１，４９０１０８，４５２平成２０年度
１８３，７１７１９，６３２１７，３２１２４，３４０３，５７７１０，７６１１０８，０８６平成２１年度
１７９，７２１１８，４７０１５，０１９２４，０４１３，６２９１０，７８０１０７，７８２平成２２年度
１８０，３５１１８，３３３１５，７７６２４，１３８３，６４５１０，８１６１０７，６４３平成２３年度
１８１，５４７１９，２９３１５，５４９２４，７０５３，７０３１０，８５１１０７，４４６平成２４年度
１８２，３３４２０，２１６１５，９０７２４，５５９３，７６５１０，８８６１０７，００１平成２５年度
１８３，０７０２０，５５１１６，５６７２４，６３５３，８３０１０，９２１１０６，５６６平成２６年度
１８３，１７９２１，１１７１６，３９４２４，７０６３，８９０１０，９５７１０６，１１５平成２７年度

＊１　地方財政対策　毎年度の国の予算編成に合わせて、地方財政全体の歳入歳出の均衡
を図るためにとられる地方財源の確保対策のこと。

＊２　三位一体の改革　国と地方の税財政制度についての改革で、「国庫補助負担金の廃
止・縮減」、「地方交付税の見直し」、「国から地方への税源移譲」の３つを同時
に行うことにより、地方が自らの権限、責任、財源のもとで必要なサービスを選択
し提供する、分権型社会を実現することを目指すもの。

【歳出（素案）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
歳出合計その他投資的経費補助費等物件費公債費扶助費人件費
１９０，１１９３６，４９７２９，８１６７，８２６２４，４３５１９，２３５３０，０９４４２，２１６平成１９年度
１８３，７６６３４，３２７２４，５０４７，８８４２４，４５９１９，５８３３０，９３６４２，０７３平成２０年度
１８０，３０５３２，８２２２０，６０６７，９３４２４，４８３２０，６３０３１，６９４４２，１３６平成２１年度
１８１，０７８３２，５６０２１，７７１７，９７８２４，５０８２０，０４６３２，３５９４１，８５６平成２２年度
１７９，９１５３１，９３６２０，２１０８，０１４２４，５３２２０，８０９３２，９２６４１，４８８平成２３年度
１８２，０６５３２，２７０２０，９８５８，０４４２４，５５７２１，３５７３３，３８７４１，４６５平成２４年度
１８２，３１５３２，６１７２０，１１４８，０６６２４，５８１２１，６４３３３，７３８４１，５５６平成２５年度
１８４，３６６３２，９７６２１，４５１８，０８１２４，６０６２１，２６４３３，９７４４２，０１４平成２６年度
１８３，２０２３３，３４７２０，２３５８，０８８２４，６３１２０，５８９３４，０９３４２，２１９平成２７年度

【歳出（最終）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
歳出合計その他投資的経費補助費等物件費公債費扶助費人件費
１９０，７７９３８，３９３２８，５７０７，８２６２４，４３５１９，２４５３０，０９４４２，２１６平成１９年度
１８５，４０３３７，３７８２３，０７９７，８８４２４，４５９１９，５９４３０，９３６４２，０７３平成２０年度
１８３，７１７３４，６２３２２，１０７７，９３４２４，４８３２０，７４０３１，６９４４２，１３６平成２１年度
１７９，７２１３２，６９７２０，０９９７，９７８２４，５０８２０，２２４３２，３５９４１，８５６平成２２年度
１８０，３５１３２，０２８２０，３７８８，０１４２４，５３２２０，９８５３２，９２６４１，４８８平成２３年度
１８１，５４７３２，３３８２０，２７２８，０４４２４，５５７２１，４８４３３，３８７４１，４６５平成２４年度
１８２，３３４３２，６６１２０，００６８，０６６２４，５８１２１，７２６３３，７３８４１，５５６平成２５年度
１８３，０７０３２，９９５２０，００８８，０８１２４，６０６２１，３９２３３，９７４４２，０１４平成２６年度
１８３，１７９３３，３４２２０，１４５８，０８８２４，６３１２０，６６１３４，０９３４２，２１９平成２７年度

自然・環境基本目標Ⅱ

自然の豊かさを日常的に感じるまちをめざす



　 報 告 事 項報　告　事　項 　

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１３号　平成１７年度相模原市・
津久井町・相模湖町合併協議会事業
報告について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成１７年１２月３１日現在で取りまと
めた本協議会の事業報告（会議の開
催、合併準備の推進、広報の実施等）
があり、承認されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１４号　平成１７年度相模原市・
津久井町・相模湖町合併協議会決算
見込について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成１７年１２月３１日現在における平
成１８年３月１９日時点での決算見込額
を事務局より説明し、歳入決算額
１，７００万３３円に対して、１，６２８万５，８６１
円を歳出決算額とする見込みであり、
差引額７１万４，１７２円は合併後の新市
へ繰り入れることの報告があり、承

認されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１５号　相模原市・津久井町・
相模湖町合併協議会の廃止について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　相模原市と津久井町及び相模湖町
は３月２０日に合併するため、その前
日である３月１９日をもって相模原市・
津久井町・相模湖町合併協議会を廃
止することなどの報告があり、承認
されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１６号　新市の組織体制及び地
域自治区について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　合併後の津久井町及び相模湖町の
区域における地域自治区の事務所及
び地域協議会の概要と行政組織につ
いて報告があり、承認されました。

　 　そ の 他そ　の　他　 　

　合併記念式典等の実施と暮らしの
ガイドブックの発行について、事務

局から説明がありました。（内容は
以下をご覧ください）

アドバイザーからの一言
吉田アドバイザー　
　新しい相模原市を形成していく
出発点に立つという段階に至った
わけだが、感じたことが２点ある。
　１点目。合併後、人口が７０万近
くの大都市に生まれ変わることと
なるが、これまでの日本の大都市
は、中心市街地に集中して都市が
形成される一点集中型がほとんど
であった。合併後の相模原市は、
他の都市にはない多極分散型の大
都市という新しいタイプの都市を

形成していくこととなるが、その
際には、一段と皆さんの意欲と創
意と力量が厳しく問われることに
なるのでご尽力いただきたい。
　２点目は、国では、道州制の導
入といった制度改正の議論が出始
めているが、こうした地方制度改
革の方向を見ていると、政令指定
都市への昇格が、この地域の新し
い都市の成長、発展の戦略に必要
なものの一つとして課題になるの
ではないかということである。今
後も、城山町の方々と一層のまち
づくりの論議を進め、自由度の高
いまちづくりの形成の実現を目指
してはどうか。

　１月１７日（火）午後２時から、相模原市消防指令センター４階講堂にお
いて、第４回相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会が開催されました。
　協議会では、「相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会の廃止につい
て」などの協議が行われました。
　議事等の内容については、次のとおりです。

　平成１８年３月２０日に相模原市と津久井町、相模
湖町が合併します。新市のスタートにあたり、地
域の行政サービスの拠点となる総合事務所の開所
を記念して、総合事務所銘板除幕式及び総合事務
所開所式を開催します。また、新「相模原市」の
誕生を祝うとともに、新しい相模原市をより多く
の方に理解いただくため、合併記念式典の開催を
予定しております。

　津久井町及び相模湖町にお住まいの皆様に、相模原市と津久井町及び相

模湖町の合併に伴い、変更となる行政サービスの内容や窓口における手続

きなどをお知らせするため、『暮らしのガイドブック～津久井町・相模湖

町のみなさまへ～』を２月１日に発行しました。

　津久井町、相模湖町の住民の方へは、自治会等を通じて各世帯に配布し

ました。また、津久井地域県政総合センター、県立相模湖交流センターや

市内公共施設などの窓口、「相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会」

のホームページでもご覧いただけます。

会　　場実施概要予定時間

津久井総合事務所
及び

相模湖総合事務所

【総合事務所銘板除幕式】　
　・銘板除幕
　・市旗掲揚
　・あいさつ　他

午前８時１０分～
　８時３０分

相模湖総合事務所

【相模湖総合事務所開所式】
　・市長あいさつ
　・事務引継ぎ（市長、旧町長）
　・来賓あいさつ　他

午前９時～　　
　　９時３０分　

津久井総合事務所【津久井総合事務所開所式】　
　＊内容は上記に同じ

午前１１時～　　
　１１時３０分

相模原市民会館ホール

【合併記念式典】
　・オープニングコンサート
　　（相模原市民吹奏楽団）
　・新市紹介ビデオ上映
○式典　
　・式辞（市長）
　・議長あいさつ
　・合併功労者表彰
　・来賓祝辞　他

午後３時～
　５時

合併記念式典等実施概要 実施日：平成１８年３月２０日（月）



相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会

　ホームページ　http://www.sts-gappei.jp

相模原・津久井地域合併協議会

　ホームページ　http://www.st-gappei.jp
相模原市・藤野町合併協議会

　ホームページ　http://www.sf-gappei.jp

お問い合わせ先

〒２２９－００３６　相模原市富士見６－６－２３　けやき会館３階

　1０４２－７６９－８２０６　6０４２－７６８－４０６６

ふじの�

「町営藤野やまなみ温泉」�

　丘の上にあ

る開放的な建

物の日帰り温

泉。露天風呂

からの眺めは

よく、ゆったりとした

気分で温泉に浸れます。�

営業時間：午前１０時～

午後８時（１／１～３は

午後５時まで）�

休　館　日：水曜日（祝日のときは翌日）、年末

（１２／２９～３１）�

料　　金：６００円（３時間）、９００円（１日）�

1０４２６－８６－８０７３�

「陣馬山」　藤野を代表する景勝地�

　かながわの景勝５０選に選ばれている山頂からは、富士

山、丹沢山塊はもとより、

遠くは筑波山や房総半島

までを望める人気ハイキ

ングスポットです。�

「日連大橋」�
　県道７６号（主要地方道山北藤野）
に架かる橋です。橋からは湖と森
の雄大な景色を間近に望むことが
できます。�

「佐野川鎌沢地内の茶畑」�
　藤野町北部地域は、標高が高く霧が多く発生
するという自然特性を活かし、昭和４２年からお
茶の栽培が盛んに行なわれている地域です。西
部の下岩地区には製茶工場もあり、味の良い足
柄茶として各地に出荷さ
れています。手入れが行
き届いている茶畑の景観
は見事なものです。�
�　毎年６月下旬には、
一般参加者を対象にした
「茶摘み　手もみ茶づく
り体験ツアー」も行われ
ており、貴重な体験を楽
しめます。�

「篠原の里センター」（旧篠原小学校の跡地利用）�
　平成１５年３月末で閉校となった「町立篠原小学校」が、
農村環境体験・交流施設「篠原の里センター」として生
まれ変わりました。�
　地域住民が中心となってＮＰＯ法人「篠原の里」を設
立し管理・運営にあたっています。�
　炭焼き体験や農業体験を
はじめとして様々な交流・
体験プログラムが実施され
ており、宿泊もできる施設
なので、学生のセミナー合
宿などにも利用されていま
す。�

「牧郷ラボ」�

（旧牧郷小学校の跡地利用）�

　「牧郷ラボ」は、平成１５年３

月末で閉校となった「町立牧郷

小学校」の木造校舎を利用した

芸術と福祉の融合施設です。Ａ

ＲＴ　ＦＲＥＥ　ＺＯＮＥ（芸

術からの解放区）をキーワード

に芸術家たちと社会福祉法人藤

野さつき学園が共に運営し、新

たな循環型コミュニティを提案

するラボ（研究所、作業所）です。

その他、

地域住民

との交流

や各種イ

ベントの

場として

も利用さ

れていま

す。�

「勝瀬橋」�

　相模原市の国道１６号橋本五差路付近と藤野町の

国道２０号中央自動車道相模湖インターチェンジ付

近を結ぶ、総延長約２０ｋｍの路線として計画がされ

ている津久井広域道路の終点に位置し、平成９年

度より工事が開

始されていま

す。新しい橋

は、平成１８年度

の開通に向けて

整備が進められ

ています。�

「中央自動車道相模湖インターチェンジ」�

　山梨・長野県

方面などの観光

地へのアクセス

が良いため、休

日にはたくさん

の観光客が利用

しています。�

「菅井アグリラボ」�
（旧菅井小学校の跡地利用）�
　平成１５年３月末で閉校となった
「町立菅井小学校」を利用して、
「農と健康」をテーマに、民間企
業が管理・運営を行う農業関連研
究施設です。�
　校庭には、健康野菜「グラパラ」
を栽培するハウスが設置されてい
ますが、地域住民により栽培され
ており、１月末には初めての収穫
が行われました。�
　今後は、健康野菜「グラパラ」
と地元野
菜を活用
した新た
なレシピ
の開発や
カフェテ
リアなど
を開設す
る予定で
す。�

すが い�

ひ　  づれ�

しの ばら�

かっ せ�

まきさと�

ひかり祭り２００５�

＆�
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王
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石老山�

石砂山�

尾崎城趾�

県立藤野芸術の家�

藤野園芸ランド�

スポーツ広場�

芸術の道�

陣馬の湯�

和
田
峠�

牧馬峠�

明王峠�

県立陣馬自然公園センター�

吉野イベントパーク�

中央自動車道� 至大月�ＪＲ中央本線�

国道20号線�

峰　山�

篠原の里センター�

ゴルフ場�

ゴルフ場�

鷹取山�

連行峰�生藤山�

倉子峠の句碑�

製茶工場�

相模湖�

オーストリア芸術家の家�

町営藤野やまなみ温泉�

菅井アグリラボ�

牧郷ラボ�

日連大橋�

勝瀬橋�

陣馬山�

鎌沢地区�

相模湖IC

　自然と出会う。芸術と出会う。森と湖のまち
"ふじの"へ出かけてみませんか？�

至橋本� 至町田�ＪＲ横浜線�
JR相模原駅�

国道16号�

相模原�
　警察署�

市役所前�

相模原�
　郵便局�

消防本部�

市民会館�

清新中学校�

中央小学校�

あじさい会館�

合併協議会事務局�
（けやき会館３階）�

体育館�市役所�

ウェルネス�
　さがみはら�

中央中学校�

�

お問い
合わせ先

藤野町 
企 画 課

 1０４２６－８７－２１１１（代表）
　　　

 
まちづくり課




